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１　概要
　　当該工事が下記の条件を満たす場合の配置技術者（監理技術者及び主任技術者）は，手持ち
　工事が宮城県，宮城県以外に関わらず着手指定日において配置要件の特例の適用を受けること
　ができることとします。

記
　　入札に付した工事の特記仕様書に「着手指定日」の記載があること。
　　（下の特記仕様書の記載例を参照のこと。）

２　着手指定日までに技術者を配置できない場合の措置について
　１）工事請負者は，宮城県発注工事（手持ち工事）の工期延期が明らかになった場合は，「承
　　認願（理由書）」（附属様式１）を速やかに提出することとします。
　　●発注者の都合による場合
　ｱ）他の技術者の配置が可能なとき　…　　配置技術者の変更承認
　ｲ）他の技術者の配置が不可能なとき　…　着手指定日の変更承認

　２）工事請負者の都合により，宮城県，宮城県以外の発注工事（手持ち工事）に関わらず工期
　　延期が明らかになった場合，着手指定日の変更及び他の技術者を配置することを認めない。
　　この場合，工事請負契約書第４７条第１項第３号の規定に基づく契約解除（違約金）も含め
　　て必要な措置を講じる。ただし，災害等不可抗力による場合を除く。

３　その他
　　手持ち工事が宮城県，宮城県以外に関わらず落札候補者に対し，資格審査時に誓約書（附属
　様式２）の提出を求める。

４　適用
　　令和３年４月１日以降に入札公告又は指名通知等を行う工事に適用する。
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